
ＳＤＧｓによる施策管理主な取組

町が実施する施策が、ＳＤＧ
ｓの理念である「誰一人取り残さ
ない」や、全ての町民のための施策
となっていることを明確にするため、
ＳＤＧｓによる施策管理を実施
してまいります。

主な活動場所：福島県会津坂下町

〒969-6592 福島県河沼郡会津坂下町字市中三番甲3662番地
【H P】 https://www.town.aizubange.fukushima.jp/
【TEL】 0242-84-1504
【MAIL】 seisaku@town.aizubange.fukushima.jp

【ＳＤＧｓと会津坂下町第六次振興計画実施計画の関係図】
【会津坂下町第六次振興計画】

会津坂下町

17


	スライド 17

